
JP 2011-61997 A 2011.3.24

10

(57)【要約】
【課題】電力ケーブル・通信ケーブルを例えば狭隘な歩
道や道路区間に埋設施工するに際し、両ケーブルを一管
の電線共同溝内に収容できるようにする。
【解決手段】隔壁１１を介して内部を電力ケーブル収容
部Ｓ１、通信ケーブル収容部Ｓ２に仕切って成るトラフ
本体１と、該トラフ本体１に被着する蓋体２とを備える
。トラフ本体１・蓋体２は、廃プラスチックとフライア
ッシュとを配合したリサイクル樹脂製素材で形成する。
トラフ本体１は、平面から見て直線状あるいは湾曲状に
形成し、一方の端部に形成の雄形嵌合部６と、隣接配置
する他のトラフ本体１における他方の端部に形成の雌型
嵌合部５とを雌雄の直接嵌合によって連結する第１連結
手段３、一方の端部に形成の雌型嵌合部５と、隣接配置
する他のトラフ本体１における他方の端部に形成の雌型
嵌合部５とをジョイント部材を使って連結する第２連結
手段の少なくともいずれかを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歩道および道路直下の地中に埋設されて電線の共同溝を構成する電線共同溝用トラフで
あって、隔壁を介して内部を電力ケーブル収容部、通信ケーブル収容部それぞれに仕切ら
れて成るトラフ本体と、該トラフ本体に被着される蓋体とを備え、トラフ本体および蓋体
は、廃プラスチックとフライアッシュとを配合して成る切断可能なリサイクル樹脂製素材
によって形成してあることを特徴とする電線共同溝用トラフ。
【請求項２】
　トラフ本体は、平面から見て直線状あるいは湾曲状に形成され、一方の端部に形成の雄
形嵌合部と、隣接配置される他のトラフ本体における他方の端部に形成の雌型嵌合部とを
雌雄の直接嵌合によって連結する第１連結手段、一方の端部に形成の雌型嵌合部と、隣接
配置する他のトラフ本体における他方の端部に形成の雌型嵌合部とをジョイント部材を使
って連結する第２連結手段の少なくともいずれかを備えている請求項１記載の電線共同溝
用トラフ。
【請求項３】
　第１連結手段は、左右側面にボルト挿入孔を有し、内底面に連結方向に対して横向凹条
となったスライド溝部をする雌型嵌合部と、該雌型嵌合部に嵌合されるよう、ボルト挿入
孔に対応した横長のスライド孔を左右側面に有し、下面に連結方向に対して横向凸条とな
った係止突起を有する雄型嵌合部とによって構成され、雌型嵌合部のスライド溝部に雄型
嵌合部下面の係止突起が所定の伸縮自由度を持たせて係合されるものとした請求項２記載
の電線共同溝用トラフ。
【請求項４】
　第２連結手段は、左右側面にボルト挿入孔を有し、内底面に連結方向に対して横向凹条
となったスライド溝部を有する雌型嵌合部と、隣接した両雌型嵌合部に跨って装着され、
ボルト挿入孔に対応した横長のスライド孔を左右側面に有し、下面に連結方向に対して横
向凸条となった係止突起を有するするジョイント部材とによって構成され、雌型嵌合部の
スライド溝部にジョイント部材下面の係止突起が所定の伸縮自由度を持たせて係合される
ものとした請求項２記載の電線共同溝用トラフ。
【請求項５】
　トラフ本体および蓋体は、その裏面もしくは表面に補強リブが形成されている請求項１
乃至４のいずれか記載の電線共同溝用トラフ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歩道および道路直下の地中の例えば浅層部等に埋設されることで、電力ケー
ブル、通信ケーブルを纏めて分別収容し、その埋設作業も容易迅速に行えるようにした電
線共同溝を構成する技術である浅層埋設式の電線共同溝用トラフに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電力ケーブルや通信ケーブルは電柱間に架設延線された架空配電線から各需要家
内に分岐配線されることが基本となっている。ただ、平成初期からは国土交通省によって
景観や防災を目的とした無電柱化が図られ、電線類を歩道下に埋設する地中化方式が推進
されている。地中化の当初は歩道幅員が広い道路を中心に、歩道等に埋設した電線共同溝
による整備が進められてきたが、近年は狭い歩道や歩車道の区別がない狭隘な道路にも無
電柱化が進められている。ところが、これらの場所では埋設範囲が狭いために各種ケーブ
ルを埋設するための各種の埋設施設は大型に形成された、大がかりのものとすることはで
きないのが現状である。
【０００３】
　また、従来における電線共同溝は多条の電力ケーブルと通信ケーブルとを１条１管方式
で個別に収容する多条配管方式が採用されている。この方式では埋設場所の需要密度によ
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り多条構成となる配管数が変わるので、需要によって変動する配管数に対応するように、
その都度、配管設計と加工に時間を費やすことになる。このように工事の都度に繰り返さ
れる設計と加工とでは無駄が多いために、一定の収容積を備えていることで、その都度の
設計が必要ないトラフ方式によることが提案され、その標準化が求められていた。
【０００４】
　ただ、このような１条１管の多条配管方式は埋設深さが６０ｃｍから１２０ｃｍの歩道
下の中層部に位置するため、そこには既設のガス管や上下水道管等の埋設物が存在し、配
管敷設のためにこれらのガス管、上下水道管等を移設するとなると、その移設工事費用そ
の他が嵩むことになる。また、埋設深さが６０ｃｍ以下の浅層部では、移設を必要とする
既設埋設物が比較的に少ないこと、埋設工事費が安いことなどから、浅層埋設方式が注目
されている。例えば特許文献１に開示されているように、歩道直下の地中に比較的浅く埋
設されて、電線共同溝を構成する蓋付きコンクリート製トラフを備えた電線共同溝用埋設
物なるものが存在する。　　　　　　　
【０００５】
　さらに、特許文献２の電線共同溝用トラフとして開示されているように、トラフ本体に
、電力ケーブルを収容するように電磁波遮蔽板で覆われた凹部である電力ケーブル収容部
と、ケーブル挿通孔を形成した複数枚のケーブル支持板を一定間隔をあけて立設して通信
ケーブルを収容する通信ケーブル収容部とを仕切り壁によって区画して形成し、蓋体を被
着して成るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－３０４１９８号公報
【特許文献２】特開２００４－１２０９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来における特許文献１に開示されている電線共同溝用浅層埋
設物の場合では、重量性のあるコンクリート製トラフを施工現場に運搬し埋設するには大
がかりな重機等が必要であり、狭隘な道路での埋設施工が非常に困難となるのであった。
しかも、このような電線共同溝用浅層埋設物であっては、各種の通信ケーブル、電力ケー
ブルを一緒に収容した場合、電力ケーブルから発生する電磁波の影響を受けやすいために
、内部スペースの中間部に隔壁を設ける等の通信ケーブルの分離処理が求められた。
【０００８】
　また、特許文献２に開示されている電線共同溝用トラフの場合では、トラフ本体、蓋体
のいずれでもコンクリートで成型されると、特許文献１と同様に施工現場への運搬、埋設
作業は面倒であり、狭隘な道路での施工は同様に困難である。そればかりでなく、通信ケ
ーブル挿通用のケーブル挿通孔は、これの支持が確実となっても複数枚のケーブル支持板
それぞれへの挿通作業は非常に面倒でもある。
【０００９】
　そこで、本発明は叙上のような従来存した諸事情に鑑み創出されたもので、電力ケーブ
ル・通信ケーブルを狭隘な歩道や道路区間に埋設施工するに際し、電力ケーブルと共に各
種の通信ケーブルも電磁波障害を生じることなく一管の電線共同溝内に容易に収容できる
ものとし、また電線共同溝自体を軽量化・コンパクト化することで搬入、組立が一人の作
業員でも可能であるようにし、当該施工を大がかりな重機等を要することなく容易且つ迅
速に行うことができ、さらに施工現場にてケーブル終端部分の長さ調整に対応して電線共
同溝自体を容易に切断加工することができる電線共同溝用トラフを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上述した課題を解決するために、本発明にあっては、歩道および道路直下の地中に埋設
されて電線の共同溝を構成する電線共同溝用トラフＰであって、隔壁１１，１６を介して
内部を電力ケーブル収容部Ｓ１、通信ケーブル収容部Ｓ２それぞれに仕切られて成るトラ
フ本体１（１ａ，１ｂ）と、該トラフ本体１に被着される蓋体２，１２とを備え、トラフ
本体１および蓋体２，１２は、廃プラスチックとフライアッシュとを配合して成る切断可
能なリサイクル樹脂製素材によって形成することを特徴とする。
　トラフ本体１は、平面から見て直線状を呈する直線用トラフ１ａとして、あるいは同じ
く平面から見て湾曲状を呈する湾曲用トラフ１ｂとして形成され、一方の端部に形成の雄
形嵌合部６と、隣接配置される他のトラフ本体１における他方の端部に形成の雌型嵌合部
５とを雌雄の直接嵌合によって連結する第１連結手段３、一方の端部に形成の雌型嵌合部
５，１３と、隣接配置する他のトラフ本体１における他方の端部に形成の雌型嵌合部５，
１３とをジョイント部材１４を使って連結する第２連結手段４の少なくともいずれかを備
えているものとできる。
　第１連結手段３は、左右側面にボルト挿入孔７を有し、内底面に連結方向に対して横向
凹条となったスライド溝部９をする雌型嵌合部５と、該雌型嵌合部５に嵌合されるよう、
ボルト挿入孔７に対応した横長のスライド孔８を左右側面に有し、下面に連結方向に対し
て横向凸条となった係止突起１０を有する雄型嵌合部６とによって構成され、雌型嵌合部
５のスライド溝部９に雄型嵌合部６下面の係止突起１０が所定の伸縮自由度を持たせて係
合されるものとできる。
　第２連結手段４は、左右側面にボルト挿入孔７を有し、内底面に連結方向に対して横向
凹条となったスライド溝部９を有する雌型嵌合部１３と、隣接した両雌型嵌合部１３に跨
って装着され、ボルト挿入孔７に対応した横長のスライド孔８を左右側面に有し、下面に
連結方向に対して横向凸条となった係止突起１０を有するするジョイント部材１４とによ
って構成され、雌型嵌合部１３のスライド溝部９にジョイント部材１４下面の係止突起１
０が所定の伸縮自由度を持たせて係合されるものとできる。
　トラフ本体１および蓋体２，１２は、その裏面もしくは表面に補強リブ２２，２３が形
成されているものとできる。
【００１１】
　以上のように構成された本発明に係る電線共同溝用トラフにあって、トラフ本体１（１
ａ，１ｂ）は、隔壁１１，１６を介して形成された一方の電力ケーブル収容部Ｓ１に電力
ケーブルＫ１を収容させ、他方の通信ケーブル収容部Ｓ２に通信ケーブルＫ２を収容させ
る。
　廃プラスチックとフライアッシュとを配合して成るリサイクル樹脂製素材によって形成
されているトラフ本体１および蓋体２，１２は、従来のコンクリート材製のものに比し軽
量であり、大がかりな重機等を要することなく、狭隘な歩道や道路区間における埋設施工
を容易且つ迅速に行わせる。
　直線用トラフ１ａ、湾曲用トラフ１ｂそれぞれ、あるいはこれらを適宜組み合わせて成
るトラフ本体１は、地中での他の配管等の障害物を避けるようにした電力ケーブルＫ１・
通信ケーブルＫ２相互の引き込み作業を可能にさせる。
　第１連結手段３は、雌型嵌合部５に雄型嵌合部６を嵌合させた際に、雄型嵌合部６下面
の係止突起１０が雌型嵌合部５のスライド溝部９内に所定の伸縮自由度を持たせて係合さ
せる。
　第２連結手段４は、隣接した雌型嵌合部１３に跨ってジョイント部材１４が装着された
際に、雌型嵌合部１３のスライド溝部９にジョイント部材１４下面の係止突起１０を所定
の伸縮自由度を持たせて係合させる。
　トラフ本体１および蓋体２，１２の裏面もしくは表面に形成された補強リブ２２，２３
は、耐荷重性に優れ、容易には破断されない頑丈で且つ軽いトラフ本体１および蓋体２，
１２を形成させる。
【発明の効果】
【００１２】
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　本発明によれば、電力ケーブルＫ１・通信ケーブルＫ２を例えば狭隘な歩道や道路区間
に埋設施工するに際し、電力ケーブルＫ１と共に各種の通信ケーブルＫ２も電磁波障害を
生じることなく一管の電線共同溝内に容易に収容できる。また電線共同溝自体が軽量化・
コンパクト化されることで現場への搬入、現場での埋設作業等を一人の作業員でも極めて
容易に行うことができる。しかも、このように、トラフ自体の埋設その他の施工を大がか
りな重機等を要することなく容易に行うことができることで作業を迅速に遂行でき、さら
に施工現場にてケーブル終端部分の長さ調整等に対応して電線共同溝自体を容易に切断加
工することができる。
【００１３】
　すなわち、これは本発明が、隔壁１１，１６を介して内部を電力ケーブル収容部Ｓ１、
通信ケーブル収容部Ｓ２それぞれに仕切られて成るトラフ本体１と、該トラフ本体１に被
着される蓋体２，１２とを備え、トラフ本体１および蓋体２，１２は、廃プラスチックと
フライアッシュとを配合して成る切断可能なリサイクル樹脂製素材によって形成したから
であり、これにより、電力ケーブルＫ１と共に各種の通信ケーブルＫ２も電磁波障害を生
じることなく一管の電線共同溝内に容易に収容することができ、従来のように電力ケーブ
ルＫ１を収容するトラフの埋設作業と通信ケーブルＫ２を収容するトラフの埋設作業を個
別に行うという面倒な施工を回避することができる。そればかりでなく、軽量化、コンパ
クト化でき、電力ケーブルＫ１・通信ケーブルＫ２を狭隘な歩道や道路区間に埋設施工す
るに際し、当該施工を大がかりな重機等を要することなく人力による作業でも容易且つ迅
速に行うことができ、さらに施工現場にてケーブル終端部分の長さに対応して電線共同溝
自体を容易に且つ低騒音で切断加工することができ、施工作業をスムーズに行える。
【００１４】
　また、従来のような重量性の鉄筋コンクリート材製のトラフに比し、本発明によるトラ
フ本体１および蓋体２，１２は軽量で且つリサイクル可能であると同時に電線共同溝接続
部のユニット化が可能であるから、工期の短縮化・コストの低減化に加えて、環境への貢
献も期待できる。しかも、マイナス４０℃～＋５０℃までの温度範囲での適用が可能で、
例えば紫外線による劣化等に対しての耐候性にも優れている。さらに、ガラス繊維の混入
等による補強手段を付加することにより、鉄筋コンクリートと同等の強度を有しながらも
コンクリート素材よりも軽量な電線共同溝用トラフを提供することができる。
【００１５】
　トラフ本体１は、平面から見て直線状あるいは湾曲状に形成され、一方の端部に形成の
雄形嵌合部６と、隣接配置される他のトラフ本体１における他方の端部に形成の雌型嵌合
部５とを雌雄の直接嵌合によって連結する第１連結手段３、一方の端部に形成の雌型嵌合
部５，１３と、隣接配置する他のトラフ本体１における他方の端部に形成の雌型嵌合部５
，１３とをジョイント部材１４を使って連結する第２連結手段４の少なくともいずれかを
備えているので、狭隘な歩道や道路区間に対して、その歩道、道路等に則して直線状、湾
曲状にして、第１連結手段３、第２連結手段４を介した種々な連結形態によって連続させ
たトラフ本体１の埋設施工を容易且つ迅速に行うことができる。
【００１６】
　第１連結手段３は、左右側面にボルト挿入孔７を有し、内底面に連結方向に対して横向
凹条となったスライド溝部９をする雌型嵌合部５と、該雌型嵌合部５に嵌合されるよう、
ボルト挿入孔７に対応した横長のスライド孔８を左右側面に有し、下面に連結方向に対し
て横向凸条となった係止突起１０を有する雄型嵌合部６とによって構成され、雌型嵌合部
５のスライド溝部９に雄型嵌合部６下面の係止突起１０が所定の伸縮自由度を持たせて係
合連結されるので、例えば直線用トラフ１ａ同士、あるいは直線用トラフ１ａと湾曲用ト
ラフ１ｂとを、さらには湾曲用トラフ１ｂ同士等をこれらの部材同士で直接に所定の自由
度を持たせて連結固定させることができる。特に、トラフ本体１の端部において、一方が
雌型嵌合部５、他方が雄型嵌合部６となっている場合に、これを直接に嵌め合わせて連結
固定でき、しかもその連結固定は強固であり、振動その他の外力によっても簡単に脱離す
ることがない。
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【００１７】
　第２連結手段４は、左右側面にボルト挿入孔７を有し、内底面に連結方向に対して横向
凹条となったスライド溝部９を有する雌型嵌合部１３と、隣接した両雌型嵌合部１３に跨
って装着され、ボルト挿入孔７に対応した横長のスライド孔８を左右側面に有し、下面に
連結方向に対して横向凸条となった係止突起１０を有するするジョイント部材１４とによ
って構成され、雌型嵌合部１３のスライド溝部９にジョイント部材１４下面の係止突起１
０が所定の伸縮自由度を持たせて係合連結されるので、例えば湾曲用トラフ１ｂ同士、あ
るいは湾曲用トラフ１ｂと直線用トラフ１ａとをさらには直線用トラフ１ａ同士等をこれ
らの部材同士をジョイント部材１４によって所定の自由度を持たせて連結固定させること
ができる。特に、トラフ本体１の端部それぞれが雌型嵌合部１３となっている場合に、ジ
ョイント部材１４を隣接する雌型嵌合部１３相互を跨ぐように嵌め合わせることで連結で
き、長さが短いトラフ本体１例えば湾曲用トラフ１ｂであっても確実、強固に連結固定で
きる。
【００１８】
　トラフ本体１および蓋体２，１２は、その裏面もしくは表面に補強リブ２２，２３が形
成されているので、肉厚の薄いトラフ本体１および蓋体２，１２であっても頑丈であり、
また補強リブ２２，２３が形成されずに、補強のために厚みを単に増やしたものに比べて
容易に軽くすることができる。しかも、歩道その他で埋設される場合に、その路面上の往
来走行による荷重に十分に耐え得ることができるばかりでなく、補強リブ２２，２３相互
間が狭いため、切断加工もスムーズに行える。
【００１９】
　尚、上記の課題を解決するための手段、発明の効果の項それぞれにおいて付記した符号
は、図面中に記載した構成各部を示す部分との参照を容易にするために付したもので、図
面中の符号によって示された構造・形状に本発明が限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明を実施するための一形態における直線用トラフ同士を連結する状態の分解
斜視図である。
【図２】直線用トラフ同士を第１連結手段によって連結する接続例を示し、（ａ）は接続
前の状態の断面図、（ｂ）は接続後の状態の断面図である。
【図３】同じく直線用トラフの蓋体の裏面図である。
【図４】同じく直線用トラフを示し、その（ａ）は平面図、（ｂ）は区画した収容部それ
ぞれを表す断面図である。
【図５】同じく他の実施の形態における湾曲用トラフ同士を連結する状態の分解斜視図で
ある。
【図６】湾曲用トラフ同士を第２連結手段によって連結する接続例を示し、（ａ）は接続
前の状態の断面図、（ｂ）は接続後の状態の断面図である。
【図７】同じく湾曲用トラフの蓋体の裏面図である。
【図８】同じく湾曲用トラフの平面図である。
【図９】同じくトラフ本体と蓋体との固定例を示し、（ａ）は固定前の状態の斜視図、（
ｂ）は固定後の状態の斜視図である。
【図１０】直線用トラフおよび湾曲用トラフを使って電線共同溝として構築する場合の配
置パターンの一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の一形態を詳細に説明すると、図において示される
符号１は、電力ケーブルＫ１・通信ケーブルＫ２を例えば狭隘な歩道や道路区間に埋設す
るために使用する本発明に係る電線共同溝用トラフを構成するトラフ本体である。該トラ
フ本体１は、図１乃至図６に示すように、長手方向に沿って内底部上に立設した後述する
電磁波ノイズ発生防止用の隔壁１１，１６を介して内部を電力ケーブル収容部Ｓ１、通信
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ケーブル収容部Ｓ２それぞれに仕切られて成り、該トラフ本体１の開口部には蓋体２，１
２が被着固定されることで、収容空間が形成されるようになっている。
【００２２】
　トラフ本体１および蓋体２，１２は、柔軟性・靱性に富む廃プラスチックと、高硬度の
石炭灰であるフライアッシュとを所定の配合比で配合して成型されることで、切断加工が
容易に行えるリサイクル樹脂製素材によって形成されている。このようにリサイクル樹脂
製素材によって形成されたトラフ本体１および蓋体２，１２は、コンクリート素材よって
形成されたトラフ本体１および蓋体２，１２よりも約４分の１程度に、これの重量が軽減
され、作業者は自身の手に持って容易に運搬できるものとなる。また、廃プラスチックお
よびフライアッシュとの混合物に、さらに補強のためのガラス繊維を混入配合することで
、コンクリートと同等の強度を付与するようにしても良い。
【００２３】
　トラフ本体１は、図１、図４に示すように、例えば長さ約１ｍ程度の断面略Ｕ字型とな
った直方枡によって平面から見て直線状に形成された直線用トラフ１ａとして、あるいは
図５、図８に示すように、例えば長さ約０．５ｍ程度の断面略Ｕ字型となった湾曲枡によ
って平面から見て湾曲状に形成された湾曲用トラフ１ｂとして形成される。
【００２４】
　そして、埋設される歩道その他における電力ケーブルＫ１・通信ケーブルＫ２の埋設状
況、その埋設路構成等に対応して、直線用トラフ１ａ同士を後述する第１連結手段３によ
って多数で隣接配置させることで連結して使用したり、湾曲用トラフ１ａ同士を後述する
第２連結手段４によって同様に多数で隣接配置させることで連結して使用したりする。さ
らにはこれら直線用トラフ１ａと湾曲用トラフ１ａとを第１連結手段３もしくは第２連結
手段４によって連結することで、適宜組み合わせて使用したりするものである。こうして
図１０に示すように、トラフ本体１は、地中で直線状に配置したり、地中の障害物を避け
るべく所定の形状に湾曲状に配置したり等して種々のトラフ経路が自由に形成できる電線
共同溝用トラフＰとして構成できるようになっている。また、直線状トラフ１ａ、湾曲状
トラフ１ｂそれぞれに対応して、これらの上部開口を閉塞すべく、平面から見て直線状に
なっている直線用の蓋体２および同じく平面から見て湾曲状になっている湾曲用の蓋体１
２を備えている。
【００２５】
　トラフ本体１を例えば切り下げ部や支道部等に設置する場合、あるいはケーブル終端部
分の長さに対応させる場合には、トラフ本体１および蓋体２，１２を、施工現場にて例え
ば不図示の電動鋸等で切断加工されるようになっている。
【００２６】
　トラフ本体１に対する蓋体２，１２の固定には、図９に示すように帯板状の両端がＵ字
状に折り曲げられて成る例えばステンレス製の固定金具１７が使用される。すなわち、ト
ラフ本体１の上部開口側縁部には固定金具１７の一端側折曲部を嵌合させる段差状の掛架
部１８が形成され、これに対応して蓋体２，１２上面の左右両端縁には固定金具１７の他
端側折曲部を嵌合させる凹状の挿入部１９が形成されている。
【００２７】
　そして、図９（ａ）に示すように、ハンマーＨ等で固定金具１７の平面部を叩いて、蓋
体２，１２の上面端縁に形成された凹状の挿入部１９内側に向けて固定金具１７の一端側
折曲部を嵌合させると同時に、トラフ本体１の上部開口側縁部に形成されている段差状の
掛架部１８内側に向けて固定金具１７の他端側折曲部を嵌合させ、図９（ｂ）に示すよう
に、ハンマーＨ等で固定金具１７の側部を叩いて一端側折曲部を挿入部１９から側方にず
らし、蓋体２，１２の上面端縁に乗り上げることによってトラフ本体１に蓋体２，１２を
固定し、トラフ本体１の開口部を開塞させるものとしてある。
【００２８】
（直線用トラフ１ａの構成）
　直線用トラフ１ａは、図１及び図４に示すように、中央の隔壁１１を介して左右に分割
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されており、その一方は電力ケーブル収容部Ｓ１として、他方は通信ケーブル収容部Ｓ２
として区画形成されている。また、両収容部Ｓ１，Ｓ２の底部には、各ケーブルＫ１，Ｋ
２を下側で支持するよう所定間隔毎に横向きにした所定高さの突条状の支持部２０が形成
されており、支持部２０と隔壁１１とで仕切られた各面の中央には、小孔状の水抜き部２
１が開穿されている。さらに、直線用トラフ１ａの左右側壁外面には、所定間隔毎に縦長
に配置の複数の突条状の補強リブ２２が形成されている。
【００２９】
（第１連結手段３の構成）
　このような直線用トラフ１ａ同士は、図２に示すように第１連結手段３によって接続さ
れており、該第１連結手段３は、雌型嵌合部５と雄型嵌合部６とから成る。すなわち、直
線用トラフ１ａの一端部には底部および両側面の各内面が抉られて肉薄となった雌型嵌合
部５が形成されており、該雌型嵌合部５は、具体的には、これの内底面には対向立設した
前後の突起相互間に連結方向に対して横向凹条となったスライド溝部９を形成し、さらに
該スライド溝部９に対応した左右側面には丸孔状のボルト挿入孔７を開穿して成る。また
、このような雌型嵌合部５に対応すべく直線用トラフ１ａの他端部には、底部および両側
面の各外面が抉られて肉薄となった雄型嵌合部６が形成されており、該雄型嵌合部６は、
具体的には、スライド溝部９に対応すべく雄型嵌合部６の下面端部には連結方向に対して
横向凸条となった係止突起１０を突設し、さらにボルト挿入孔７に対応して左右両側面に
は横長孔状のスライド孔８を開穿して成る。
【００３０】
　直線用トラフ１ａの開口部を施蓋する直線用の蓋体２は、図３に示すように、内側で縦
横方向に隣接配置させて成る補強リブ２３を裏面に備え、中央には長手方向に沿って、直
線用トラフ１ａ内側に形成されている隔壁１１の上端に接合するための、隔壁作用を有す
る隔壁突条部２４を中央に備えている。また、蓋体２の一端部は縦横が狭幅となった挿入
突部２５が形成され、該挿入突部２５の左右両端側面には係止部２６が突設されている。
一方、蓋体２の他端部は、これの内側に挿入突部２５が挿入される被挿入部２７が形成さ
れ、該被挿入部２７の左右両端内面には係止部２６が係合される被係止部２８が凹設され
ている。
【００３１】
　次に、以上のように構成された直線用トラフ１ａ同士を隣接配置して連結するときの第
１連結手段３による連結例について説明すると、先ず、図１および図２（ａ）に示すよう
に、一方の直線用トラフ１ａの雌型嵌合部５に、隣接する相手方の直線用トラフ１ａの雄
型嵌合部６が嵌挿される。嵌挿に際し、蓋体２が予め被着嵌合されている場合は一方の直
線用トラフ１ａの蓋体２を若干持ち上げて他方の直線用トラフ１ａが導入される。このと
き、スライド溝部９に係止突起１０が係合されると同時にボルト挿入孔７にスライド孔８
が合致され、直線用トラフ１ａ内側からボルト挿入孔７、スライド孔８を貫通するように
ボルトが挿入され、外側からナットで締結固定される。
【００３２】
　そして、図２（ｂ）に示すように、係止突起１０がスライド溝部９内で前後の連結方向
に若干スライドでき、ボルトが挿入されているボルト挿入孔７もスライド孔８に沿って前
後方向に若干スライドできるから、両嵌合部５，６は、所定の伸縮自由度を持たせて固定
できるものとなる。
【００３３】
　次いで、各直線用トラフ１ａに蓋体２を被せ、場合によっては蓋体２を連続させた状態
で直線トラフ１ａ上で滑らせて所定位置に位置決めする。固定するに際し、図９（ａ）に
示すように、ハンマーＨ等で固定金具１７の平面部を叩くことで、蓋体２の上面端縁の凹
状の挿入部１９内側に向けて固定金具１７の一端側折曲部を嵌合させると同時に、直線用
トラフ１ａの上部開口側縁部の段差状の掛架部１８内側に向けて固定金具１７の他端側折
曲部を嵌合させる。そして、図９（ｂ）に示すように、ハンマーＨ等で固定金具１７の側
部を叩いて一端側折曲部を挿入部１９から側方にずらし、蓋体２の上面端縁に乗り上げる
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ことによって直線用トラフ１ａに蓋体２が固定される。
【００３４】
（湾曲用トラフ１ｂの構成）
　湾曲用トラフ１ｂは、図５および図８に示すように、前記直線用トラフ１ａと同様に、
内底部上の略中央に立設した隔壁１６を介して左右に分割されており、その一方は電力ケ
ーブル収容部Ｓ１として、他方は通信ケーブル収容部Ｓ２とし区画形成されている。また
、両収容部Ｓ１，Ｓ２の底部には、各ケーブルＫ１，Ｋ２を支持するよう所定間隔毎に横
向きにした所定高さの突条状の支持部２０が形成されており、支持部２０と隔壁１６とで
仕切られた各面の中央には、小孔状の水抜き部２１が開穿されている。さらに、湾曲用ト
ラフ１ｂの左右側壁外面には、所定間隔毎に縦長に配置の複数の突条状の補強リブ２２が
形成されており、上部開口側縁部には、後述する固定金具１７を介して蓋体１２を固定す
るための段差状の掛架部１８が形成されている。
【００３５】
　湾曲用トラフ１ｂの内底面両端部には、対向立設した前後の突起相互間に接合すべき連
結方向に対して横向凹条となったスライド溝部９が形成されており、さらにスライド溝部
９に対応した左右側面には丸孔状のボルト挿入孔７が開穿されている。
【００３６】
　湾曲用トラフ１ｂの開口部を施蓋する湾曲用の蓋体１２は、図７に示すように、内側で
縦横方向に隣接配置させて成る補強リブ２３を裏面に備え、中央には長手方向に沿って、
湾曲用トラフ１ｂ内側に形成されている隔壁１６の上端に接合するための、隔壁作用を有
する隔壁突条部２４を備えている。尚、蓋体１２の両端部裏面は平坦なフラット面に形成
されている。
【００３７】
（第２連結手段４の構成）
　また、湾曲用トラフ１ｂ同士は断面略Ｕ字型となったジョイント部材１４を備えた第２
連結手段４を介して接続されるもので、該第２連結手段４は、隣接配置した湾曲用トラフ
１ｂの端部それぞれに形成された雌型嵌合部１３相互に跨り、これを接続するジョイント
部材１４を備えている。すなわち、互いに隣接配置されることで接続される湾曲用トラフ
１ｂの端部には、この端部同士に跨って配置されるジョイント部材１４挿入用の肉薄な雌
型嵌合部１３が形成されており、湾曲用トラフ１ｂの両端部は共に雌型嵌合部１３となっ
ている。そして、両雌型嵌合部１３に跨って装着されるジョイント部材１４は、湾曲用ト
ラフ１ｂと同じ略Ｕ字型に形成されており、上側には中蓋１５が被せられる。
【００３８】
　中蓋１５およびジョイント部材１４は、トラフ本体１および蓋体２，１２と同様に、柔
軟性・靱性に富む廃プラスチックと、高硬度の石炭灰であるフライアッシュとを所定の配
合比で配合して成型されることで、コンクリート素材よりも軽量で且つ切断加工も容易に
行えるリサイクル樹脂製素材によって形成されている。尚、中蓋１５およびジョイント部
材１４は、これによる湾曲用トラフ１ｂ同士の連結強度を高めるために例えば鋳鉄製等の
素材によって形成することも可能である。
【００３９】
　ジョイント部材１４は、図５および図６に示すように、前記湾曲用トラフ１ｂの隔壁１
６に連なるよう中央に隔壁３１を備え、下面には、湾曲用トラフ１ｂ両端部のスライド溝
部９に各係合されるよう、隣接した湾曲用トラフ１ｂの接合すべき連結方向に対して横向
凸条となった係止突起１０が左右に対向突設され、さらに各係止突起１０に対応した左右
側面には横長孔状のスライド孔８が開穿されている。
【００４０】
　また、ジョイント部材１４の中蓋１５は、内側で横方向に隣接配置させて成る補強リブ
２３を裏面に備え、中央には、ジョイント部材１４内側の隔壁３１上端に接合するための
隔壁突条部２４を備えている。また、中蓋１５の左右両側は共に段差状に折り曲げられ、
その下面には突起３０を備え、ジョイント部材１４の両側上端に凹設されている係合溝２
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９に係合されるようになっている。
【００４１】
　次に、以上のように構成されたジョイント部材１４を備えた第２連結手段４によって、
隣接配置した湾曲用トラフ１ｂ同士を連結する例について説明すると、先ず、図５、図６
（ａ）に示すように、一方の湾曲用トラフ１ｂの端部に、相手方の湾曲用トラフ１ｂの端
部を接合し、互いのジョイント部材１４挿入用の雌型嵌合部１３に跨ってジョイント部材
１４を挿入する。そして、スライド溝部９内に各係止突起１０が係合されると同時にボル
ト挿入孔７にスライド孔８が合致され、湾曲用トラフ１ｂ内側からボルト挿入孔７、スラ
イド孔８を貫通するようにボルトが挿入され、外側からナットで締結固定される。
【００４２】
　このとき、図６（ｂ）に示すように、各係止突起１０がスライド溝部９内で前後方向に
若干スライドでき、ボルトが挿入されているボルト挿入孔７もスライド孔８に沿って前後
方向に若干スライドできるから、両湾曲用トラフ１ｂの端部同士はジョイント部材１４に
対し所定の伸縮自由度を持たせて固定できるものとなる。そしてまた、ジョイント部材１
４には中蓋１５を取り付ける。
【００４３】
　次いで、湾曲用トラフ１ｂに蓋体１２を被せて固定するのであり、中蓋１５上面は蓋体
１２の接合部分によって被せられる。そして、図９（ａ）に示すように、蓋体１２の挿入
部１９に固定金具１７をあてがって、ハンマーＨ等で固定金具１７の平面部を叩くことで
、蓋体１２の上面端縁の凹状の挿入部１９内側に向けて固定金具１７の一端側折曲部を嵌
合させると同時に、湾曲用トラフ１ｂの上部開口側縁部の段差状の掛架部１８内側に向け
て固定金具１７の他端側折曲部を嵌合させる。また、図９（ｂ）に示すように、ハンマー
Ｈ等で固定金具１７の側部を叩いて一端側折曲部を挿入部１９から側方にずらし、蓋体１
２の上面端縁に乗り上げることによって湾曲用トラフ１ｂに蓋体１２が固定される。
【００４４】
（直線用トラフ１ａと湾曲用トラフ１ｂとの連結）
　また、前記した直線用トラフ１ａに湾曲用トラフ１ｂとを接続する場合には、第１連結
手段３により、直線用トラフ１ａ端部の雄型嵌合部６を湾曲用トラフ１ｂの雌型嵌合部１
３に直接嵌合させボルトで固定する。あるいは、第２連結手段４により、直線用トラフ１
ａの雌型嵌合部５と、湾曲用トラフ１ｂの雌型嵌合部１３とを接続させ、両嵌合部５，１
３に跨ってジョイント部材１４さらには中蓋１５を配置挿入してボルトで固定する。いず
れにしても、本実施の形態においては、雌型嵌合部５，１３と雄型嵌合部６との連結は雄
雌の直接嵌合による第１連結手段３によるものとし、雌型嵌合部５，１３同士の連結はジ
ョイント部材１４を使った第２連結手段４によるものとすれば良い。
【００４５】
　尚、直線用トラフ１ａ同士をジョイント部材１４を備えた第２連結手段４によって連結
し、湾曲用トラフ１ｂ同士を直接嵌合による第１連結手段３によって連結することも可能
である。この場合、直線用トラフ１ａは、両端部が共に雌型嵌合部５，１３となり、湾曲
用トラフ１ｂは、一端部が雄型嵌合部６、他端部が雌型嵌合部５，１３となる。このよう
にトラス本体１における直線用トラフ１ａ、湾曲用トラフ１ｂ、第１連結手段３、第２連
結手段４の様々な組み合わせ形態が本発明に含まれるのである。
【符号の説明】
【００４６】
Ｐ…電線共同溝用トラフ　　　　　　　　　Ｋ１…電力ケーブル
Ｋ２…通信ケーブル　　　　　　　　　　　Ｓ１…電力ケーブル収容部
Ｓ２…通信ケーブル収容部　　　　　　　　Ｈ…ハンマー
１…トラフ本体　　　　　　　　　　　　　１ａ…直線用トラフ
１ｂ…湾曲用トラフ　　　　　　　　　　　２…蓋体
３…第１連結手段　　　　　　　　　　　　４…第２連結手段
５…雌型嵌合部　　　　　　　　　　　　　６…雄型嵌合部



(11) JP 2011-61997 A 2011.3.24

10

７…ボルト挿入孔　　　　　　　　　　　　８…スライド孔
９…スライド溝部　　　　　　　　　　　　１０…係止突起
１１…隔壁　　　　　　　　　　　　　　　１２…蓋体
１３…雌型嵌合部（ジョイント部材挿入用）１４…ジョイント部材
１５…中蓋　　　　　　　　　　　　　　　１６…隔壁
１７…固定金具　　　　　　　　　　　　　１８…掛架部
１９…挿入部　　　　　　　　　　　　　　２０…支持部
２１…水抜き部　　　　　　　　　　　　　２２…補強リブ
２３…補強リブ　　　　　　　　　　　　　２４…隔壁突条部
２５…挿入突部　　　　　　　　　　　　　２６…係止部
２７…被挿入部　　　　　　　　　　　　　２８…被係止部
２９…係合溝　　　　　　　　　　　　　　３０…突起
３１…隔壁

【図１】 【図２】
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